
1  　入所中のサービス

2  　うち介護保険から給付される金額

3  　サービス利用者に係る自己負担額

4  　日常生活継続支援加算Ⅱ

5  　夜勤職員配置加算（Ⅱ-1）

6  　看護体制加算（Ⅰ-1）

7  　看護体制加算（Ⅱ-1）

※    療養食加算 （１食あたり）

※    外泊時費用

10  介護職員処遇改善加算

11

※一日３食の金額

12

13

※入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として1日につき90円が上記自己負担額合計に加算されます。

　また30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合も同様となります。

※第2段階の方で世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者の場合・・・￥15,000（個人）/￥24,600（世帯）

平成30年４月現在

別紙1-3

【3+4+5+6+7+10+11+12】

自己負担限度額

￥15,000（個人・世帯）

￥15,000（個人）￥24,600（世帯）

自己負担限度額

￥24,600（世帯）

￥44,400（世帯）

(¥18) 病状に応じた食事が提供されてる方

(¥738) 入院や自宅へ外泊した場合

特別養護老人ホームひまわり苑　利用料金表（3割負担）

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

所得段階 所得段階

¥209,504

¥61,254

¥195,706

¥47,456

¥202,655

¥54,405¥40,103高額介護後日還付金 ¥33,254

自己負担合計金額

第４段階以上

基本額：1,970円

第４段階以上 ¥61,070 (¥1,970)※全てユニット型個室

¥181,504 ¥188,353

滞在に係る負担金

第４段階以上 ¥42,780 (¥1,380)

食費に係る負担額

基本額：1,380円

3+4+5+6+7の加算×8.3％

※療養食加算、外泊時費用の加算算定されている方や他に別途加算がある方はそれらも含めて算定されます。

¥5,951 ¥6,476 ¥7,040 ¥7,572 ¥8,097

¥4,278 (¥138)

¥220,720

¥154,504

¥66,216

(¥7,120)

(¥4,984)

(¥2,136)

¥243,350

¥170,345

¥73,005

要介護5

¥199,640

¥139,748

¥59,892

(¥6,440)

(¥4,508)

(¥1,932)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

1か月（31日）当たり：円　／　（　　）内は介護報酬単価及び1日単価

(¥6,454)

(¥2,766)

(¥36)

(¥69)

(¥138)

¥1,116

¥2,139

¥4,278

(¥7,850)

(¥5,495)

(¥2,355)

¥264,740

¥185,318

¥79,422

(¥8,540) ¥285,820 (¥9,220)

(¥5,978)

(¥2,562)

¥200,074

¥85,746


